
「酒田市十里塚風力発電事業（仮称）」の環境影響評価 

（自主アセスメント）及び県立自然公園条例に基づく手続きの流れ 
                                                         

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境影響評価審査会・環境審議会】 【県・市町村】 【事業者】 【住 民】 

方法書 

準備書 

評価書 

事業申請・着手 

【受理、措置命
令、許可】 

【届出・許可申請】 
（評価書添付） 

【諮問】 

※1 ：随時、環境省に情報提供を行います。 

◆環境影響評価審査会  

【答申】 

評価書作成 

公告・縦覧 

 事後調査 

〇環境保全措置等、 

事後調査 

＊事業着手後～稼動      

   ↓ 

○報告書作成 

   ↓ 

  【公表】 

酒田市 

【意見】 

運転・稼働 

【県立自然公園条
例に基づく手続き】 

（送付） （送付） 

●環境審議会 

自然環境部会 

【県】環境審議会の意
見を踏まえ、審査指
針、国立・国定公園内
における風力発電施
設の審査に関する技
術的ガイドライン等
により審査 

県・酒田市 

【照会】 

（１か月） 

公告・縦覧 
H29.2.21～3.22 

住民等意見の提出 

●環境審議会自然環境部会 

H29.6.19 

◆環境影響評価審査会 

H29.7.7 

（送付） 
H29.2.21 

（提出） （意見） 

(意見) 

(意見提出)  

住民等意見、 
それに対する
事業者見解 

(準備書内容の説明) 

(意見提出依頼) 

(情報提供)※１ 
◆東北地方環境事務所 

酒田市 

（照会） 

県・酒田市 準備書作成 

【知事意見】 

H29.7月下旬（予定） 

（
送
付
） 

現在の手続き状況 

調査の実施 

住民等意見の受付 

H29.2.21～4.5 

公告・縦覧 
H25.6.27～7.26 

住民等意見の提出 

●環境審議会自然環境部会 

H25.9.20 

◆環境影響評価審査会 

H25.9.27 

（送付） 
H25.6.27 

（提出） 
（意見） 

(意見) 

(意見提出) H25.11.5  

(方法書内容の説明) 

(意見提出依頼) H25.8.27 

(情報提供)※１ 
◆東北地方環境事務所 

酒田市 

（照会） 

県・酒田市 方法書作成 

【知事意見】 

H25.11.7 

（
送
付
） 

住民等意見の受付 

H25.6.27～8.12 

住民等意見、 
それに対する
事業者見解 

H29.5.2 

H29.4.21 

H25.8.22 H25.9.26 

H25.8.19 

（事業者の予定） 
工事期間：約１年３ヶ月 
試運転期間：約２ヶ月 
運転開始時期：H32年度以降 

H30.1月頃（想定） 

住民説明会の実施 

H25.6.30 

住民説明会の実施 

H29.3.5 

 

 

県 
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資料Ⅱ－２ 


